
子ども・子育て支援事業計画で策定する内容 

（子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）に基づき作成） 

 

 

Ⅰ 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項 

１ 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項       

市町村は、法の基本理念及び第一の子ども・子育て支援の意義に関する

事項を踏まえ、子ども・子育て支援事業計画を作成することが位置づけら

れています。 

 

２ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の

把握 

（１）現状の分析 

地域の人口構造や産業構造等の地域特性、教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の利用の現状、利用希望の実情、教育・保育施設

等の地域資源の状況、更には子どもと家庭を取り巻く環境等の現状を

分析します。 

 

（２）現在の利用状況及び利用希望の把握 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利用状況を把

握するとともに、保護者に対する調査等を行い、これらを踏まえて教

育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計し、具

体的な目標設定を行います。 

 

 

Ⅱ 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項 

１ 教育・保育提供区域の設定 

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の

利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を

総合的に勘案して、小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の

実情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区

域を定めます。 

 

２ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・

保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

  

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域

子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 
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４ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・

保育の推進に関する体制の確保の内容 

 

 

Ⅲ 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項 

１ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設又は特定地域型

保育事業の円滑な利用の確保について 

 

２ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県

が行う施策との連携について 

（１）児童虐待防止対策の充実 

（２）母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進 

（３）障害児施策の充実等 

 

３ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必

要な雇用環境の整備に関する施策との連携について 

 

 

Ⅳ 計画の期間 

子ども・子育て支援事業計画は、法の施行の日から５年を一期として作

成します。 

 

 

Ⅴ 計画の達成状況の点検及び評価 

各年度において、子ども・子育て支援事業計画に基づく施策の実施状況

（教育・保育施設や地域型保育事業の認可等の状況を含む。）や、これに

係る費用の使途実績等について点検、評価し、この結果を公表するととも

に、これに基づいて対策を実施します。 


